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(57)【要約】
【課題】　洪水や津波などのように強大な威力をもって
襲いかかる水の影響を軽減しつつ、高所へ避難すること
ができる構造物を提供すること、およびその構造物を備
えた建物を提供する。
【解決手段】　水害避難用構造体は、浮力体１２２を有
し、水面に浮上可能な浮上１２０部と、浮上部の周囲を
包囲して外部から遮蔽された空間を形成するとともに、
水位の変動に伴って昇降する浮上部の昇降方向を案内す
る案内部１１０と、案内部の下端付近を開口し、水の流
入を許容する入水部１１１と、案内部の側面の適宜位置
に開閉可能に設けられた出入口１１２とを備える。建物
は、建物本体の側面に水害避難用構造体を併設し、案内
部の出入口は、複数の案内部ごとに異なる階において開
閉可能に設ける。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　浸水時に高所へ避難するための水害避難用構造体であって、
　浮力体を有し、水面に浮上可能な浮上部と、
　前記浮上部の周囲を包囲して外部から遮蔽された空間を形成するとともに、水位の変動
に伴って昇降する該浮上部の昇降方向を案内する案内部と、
　前記案内部の下端付近を開口し、水の流入を許容する入水部と、
　前記案内部の側面の適宜位置に開閉可能に設けられた出入口とを備える
ことを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項２】
　請求項１に記載した水害避難用構造体において、
　前記案内部は、適宜な高さに構成され、前記浮上部を上方へ案内するとともに、上端付
近に開閉可能な脱出口を備えることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載した水害避難用構造体において、
　前記浮上部は、適宜面積を有するステージを備え、該ステージの下部に前記浮力体を一
体に設けていることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項４】
　請求項３に記載の水害避難用構造体において、
　前記案内部は、前記ステージが前記入水部の開口位置よりも上位において下降を停止す
るストッパ部を備えていることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項５】
　請求項１ないし請求項４のうちのいずれか１つに記載した水害避難用構造体において、
　前記案内部は、上端付近において開口し、内部の空気を排出する排気部を備えることを
特徴とする水害避難用構造体。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記浮上部は、外縁形状を円形とし、前記案内部は、断面形状を円形としたことを特徴
とする水害避難用構造体。
【請求項７】
　請求項１ないし請求項６のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記浮上部は、下部を開口した箱形に形成され、該箱形の内部に浮力体が収納されてい
ることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項８】
　請求項１ないし請求項７のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記案内部は、内壁面にレールが設けられ、前記浮上部は、前記レールに沿って転動す
る車輪部材が設けられていることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項９】
　請求項１ないし請求項８のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記浮上部は、周縁の複数個所において上端を支点としつつ制限された範囲内で回動可
能に設けられた複数の係止突起と、複数の該係止突起の各下端部を該周縁の外方へ付勢す
る付勢手段とを備え、
　前記案内部は、前記係止突起の下端部が周縁よりも外方に突出するとき、該下端部によ
って係止される被係止部を備えることを特徴する水害避難用構造体。
【請求項１０】
　請求項１ないし請求項９のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記案内部は、前記浮上部が案内される方向に連続するステップを内壁面に備えること
を特徴とする水害避難用構造体。
【請求項１１】
　請求項１ないし請求項１０のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
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　前記案内部は、壁面の適宜位置に外向きに開放可能なハッチを備えることを特徴とする
水害避難用構造体。
【請求項１２】
　請求項１ないし請求項１１のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記案内部は、外側面に階段または梯子を備えることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項１３】
　請求項１ないし請求項１２のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体において、
　前記案内部は、上端に屋根部材を備えていることを特徴とする水害避難用構造体。
【請求項１４】
　請求項１ないし１３のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体を備える建物であ
って、
　前記案内部は、建物本体の側壁に沿って併設され、
　該案内部の出入口は、前記建物本体の特定の階において開閉可能に設けられるとともに
、該出入口に連通する連通部が前記建物本体の壁面に設けられ、
　前記案内部に包囲される前記浮上部は、その上部表面の高さが前記連通部を設けた特定
の階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置され、
　前記案内部の入水部は、前記建物本体の外方において開口している
ことを特徴とする建物。
【請求項１５】
　請求項１ないし１３のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体を備える建物であ
って、
　前記案内部は、前記建物本体の側壁に複数併設され、
　前記案内部の出入口は、複数の案内部ごとに異なる階において開閉可能に設けられると
ともに、該出入口に連通する連通部が各階ごとに前記建物本体の壁面に設けられ、
　前記案内部に包囲される浮上部は、複数の案内部ごとに、上部表面の高さが前記連通部
を設けた階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置され、
　前記案内部の入水部は、前記建物本体の外方において開口している
ことを特徴とする建物。
【請求項１６】
　請求項１ないし１３のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体を備える建物であ
って、
　前記案内部は、建物本体の内部に形成される吹き抜け部分に立設され、
　前記案内部の出入口は、前記建物本体の特定の階において開口可能に設けられるととも
に、該特定の階の床面との境界に設置され、
　前記案内部に包囲される浮上部は、その上部表面の高さが前記出入口を設けた階の床面
に連続する高さとなる位置を最下位として設置されている
ことを特徴とする建物。
【請求項１７】
　請求項１ないし１３のうちのいずれか１つに記載の水害避難用構造体を備える建物であ
って、
　前記案内部は、建物本体の内部に形成される吹き抜け部分に複数立設され、
　前記案内部の出入口は、複数の案内部ごとに異なる階において開口可能に設けられると
ともに、該各階の床面との境界に設置され、
　前記案内部に包囲される浮上部は、複数の案内部ごとに、上部表面の高さが前記出入口
を設けた階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置されている
ことを特徴とする建物。
【請求項１８】
　請求項１４ないし１７のうちのいずれか１つに記載の建物において、
　前記水害避難用構造体の前記案内部は、避難すべき高さにある所定の階または前記建物
の屋上に到達する高さを有するものであることを特徴とする建物。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、洪水や津波などの水害発生時に避難するための構造体、および当該構造体を
備える建物に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、津波が発生した際に、避難するための構造物が提案されている。例えば、下
記特許文献１には、支柱を地中に打ち込み、この支柱に支持される避難台にフロートを設
けることにより、そのフロートの浮力によって避難台を上昇させる構成とした津波避難所
が開示されている。また、下記特許文献２には、土中に固定した一対の支柱ユニットによ
って避難用コンテナを支持するとともに、この避難用コンテナの昇降を支柱ユニットによ
ってガイドさせる構成とした津波シェルターが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１１２０８９号公報
【特許文献２】特開２０１１－１０６１４２号公報
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に記載された津波避難所においては、避難所がフロート
によって浮上するものであり、その浮力は津波の発生により押し寄せられる海水によって
得られる構成であることから、押し寄せてくる海水の水位の変動が直接避難所を昇降する
こととなり、津波の威力によって急激な昇降を繰り返すことが容易に想定されるところで
ある。また、海水面が大きく波打つ場合には、避難所が浮上している位置を超える高さの
津波が押し寄せた場合には、避難所そのものが津波に飲み込まれる事態をも招来し得るも
のであった。さらに、津波が直接避難所に押し寄せることから、当該避難所の強度を十分
なものとしなければならなかった。
【０００５】
　他方、上記特許文献２に記載された津波シェルターにおいては、第一義的にはコンテナ
内に移動することによって、津波の衝撃等から避難し、第二義的に、津波によって押し寄
せられた海水中に沈下しないようにコンテナを浮上させるものであることから、コンテナ
の強度を十分なものに構成しなければならず、しかも、これを支持する支柱ユニットは、
コンテナの浮上を確実にしつつコンテナが漂流しないように、確実にコンテナを支持させ
なければならないものであった。
【０００６】
　さらに、上記両技術は、設備コストを安価にするための構造であるとされているが、避
難所およびコンテナは、津波の衝撃等に耐え得る構造にしなければならず、また、支柱ま
たは支柱ユニットは、上記避難所またはコンテナを支持するために強固に設置されなけれ
ばならず、その設置費用は予想されたほどに安価なものではないものとなっていた。
【０００７】
　本発明は、上記問題に対処するためになされたもので、その目的は、洪水や津波などの
ように強大な威力をもって襲いかかる水の影響を軽減しつつ、高所へ避難することができ
る構造物を提供すること、およびその構造物を備えた建物を提供することにある。
【発明の概要】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明の特徴は、浸水時に高所へ避難するための水害避難用
構造体であって、浮力体を有し、水面に浮上可能な浮上部と、前記浮上部の周囲を包囲し
て外部から遮蔽された空間を形成するとともに、水位の変動に伴って昇降する該浮上部の
昇降方向を案内する案内部と、前記案内部の下端付近を開口し、水の流入を許容する入水
部と、前記案内部の側面の適宜位置に開閉可能に設けられた出入口とを備えることにある
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。
【０００９】
　このように構成した本発明の特徴によれば、浮上部が案内部によって包囲されているこ
とから、洪水や津波等の発生により押し寄せる水は、案内部に対してのみ作用し、浮上部
に直接作用することはなく、案内部の入水部から流入する水によって浮上部が浮上できる
ものである。したがって、案内部に流入する水の威力は軽減されるとともに、流入した水
量に応じて水位が上昇し、その水位の変化により浮上部が浮上することとなるから、洪水
または津波により激しく変動する水面とは異なり、徐々に上昇する水位に従って浮上部を
緩やかに浮上させることができる。また、浸水時において案内部に水が流入することから
、案内部の内外における水圧の差を解消させることができることとなり、案内部が水圧に
よって破壊されることをも回避し得ることとなる。すなわち、本発明における水害避難用
構造体においては、津波等の強大な水の威力を軽減しつつ容易に高所へ移動することが可
能となる。
【００１０】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、適宜な高
さに構成され、前記浮上部を上方へ案内するとともに、上端付近に開閉可能な脱出口を備
えることにある。
【００１１】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部を適宜な高さに構成し、浮上部
を上方へ案内するものである。これにより、例えば、津波の被害から避難する場合には、
想定される津波の高さ以上に案内部を高く構成することにより、浮上部は津波の高さ以上
に上昇し得ることとなり、津波の高さよりも高い位置から脱出することが可能となる。
【００１２】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記浮上部は、適宜面積
を有するステージを備え、該ステージの下部に前記浮力体を一体に設けていることにある
。
【００１３】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、浮上部は浮力体の上部にステージを備
える構成となっている。これにより、避難すべき者がステージに乗ることによって、当該
避難すべき者は浮力体よりも上位となり、案内部に流入する水を避けながら浮上部ととも
に浮上することができる。
【００１４】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、前記ステ
ージが前記入水部の開口位置よりも上位において下降を停止するストッパ部を備えている
ことにある。
【００１５】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、ステージと浮力体とで構成される浮上
部は、案内部に水が流入していない状態において、ステージが入水部よりも上位となる位
置で停止することとなる。これにより、第１に、入水部から水が流入する前の状態におい
て、ステージが所定の位置に停止させることができ、避難すべき者がステージに乗る際の
高さを一定にすることができる。したがって、ステージの高さを気にすることなく、避難
する者が容易にステージに移動することができる。また、当該停止した状態におけるステ
ージの高さを出入口の位置に一致させ、段差を無くすことにより、出入口を開放させれば
、幼児や高齢者または車椅子を使用する場合であっても容易にステージに移動できる。第
２に、入水部から水の流入が開始する場合には、流入した水は、まず浮力体に浮力を与え
ることとなり、流入した水によってステージが浸水する前に、浮上部による浮上が開始さ
れることとなる。
【００１６】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、上端付近
において開口し、内部の空気を排出する排気部を備えることにある。
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【００１７】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の内部に存在する空気を上端付
近の排気部から排気することができるように構成されている。これにより、案内部の下端
付近に設けられる入水部から流入する水の量が増加するとき、案内部内の水位が上昇する
こととなるが、この水位の上昇は、排気部から排出される空気の量によって調整されるこ
ととなり、その水位の極端な変化を緩和させることが可能となる。したがって、洪水また
は津波等によって著しく増水する場合においても、浮上部の浮上の速度を緩和させること
となり、避難する者が安心して移動することができる。
【００１８】
また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記浮上部は、外縁形状を
円形とし、前記案内部は、断面形状を円形としたことにある。
【００１９】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の円形断面の内部を浮上部が移
動することとなる。これにより、案内部に流入する水がある程度の流速を有する場合、そ
の流速に伴って浮上部を揺らし、または回転させることとなるとしても、浮上部が案内部
の内部で自在に変化することが可能となり、浮上部の浮上が制限されることを回避し得る
。また、案内部の断面を円形とすることは、すなわち、外部断面形状も円形となることか
ら、洪水または津波等による水の移動方向に対して、抵抗となる平面を有しないこととな
り、案内部が受ける水の抵抗を軽減させることができる。
【００２０】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記浮上部は、下部を開
口した箱形に形成され、該箱形の内部に浮力体が収納されていることにある。
【００２１】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、浮上部は、下部を開口した箱形である
ことから、当該浮上部の側面の肉厚（高さ寸法）を大きく構成することができる。これに
より、浮上部は、その側面の広い範囲で案内部の内壁によって案内されることとなり、浮
上する際の浮上部の姿勢を安定させることができる。また、箱形の内部に浮力体が収納さ
れていることから、浮力体が浮上部によって保護されることとなり、当該浮力体の破損な
どの事態を招来させないようにすることができる。すなわち、例えば、浮力体が空気を封
入する浮き袋のような構成である場合には、その浮力体を破裂させるような外力の作用を
排除し、また、発泡プラスチックによって構成される浮力体の場合には、その発泡プラス
チックを変形させるような外力の作用を排除することができる。特に、案内部にストッパ
部を設けず、浮上部が案内部の最下部に設置される場合には、浮力体そのものの重量によ
り、または、避難時における避難すべき者の重量により、その下部に備えられる浮力体に
対して、圧縮力が作用することを回避し得ることとなる。
【００２２】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、内壁面に
レールが設けられ、前記浮上部は、前記レールに沿って転動する車輪部材が設けられてい
ることにある。
【００２３】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、浮上部に設けられる車輪部材は、案内
部の内壁面に設けられるレールに沿って移動するように構成されている。これにより、案
内部の内壁面に設けられるレールの方向に従って浮上部が浮上することとなり、案内部に
流入する水がある程度の流速を有する場合であっても、当該流速によって浮上部が傾き、
または向きが変化することなく、浮上部の姿勢を安定させつつ浮上を案内することができ
る。このように、浮上するときの浮上部の向き等が変化しないことにより、浮上部に乗っ
ている者の不安が惹起することを抑えることができる。
【００２４】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記浮上部は、周縁の複
数個所において上端を支点としつつ制限された範囲内で回動可能に設けられた複数の係止
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突起と、複数の該係止突起の各下端部を該周縁の外方へ付勢する付勢手段とを備え、前記
案内部は、前記係止突起の下端部が周縁よりも外方に突出するとき、該下端部によって係
止される被係止部を備えることにある。
【００２５】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、浮上部は、その周縁から複数の係止突
起が突出する状態において、係止突起の下端部が、案内部の被係止部を係止することとな
るように構成されている。これにより、係止突起が被係止部を係止することによって、浮
上部の下降が制限されることとなり、案内部に流入した水の量が減少し、または内部の水
面が波立つことにより、浮力が減殺されて浮上部が下降する事態を回避するものである。
したがって、多量の水が案内部内に流入することによって、浮上部は高所まで上昇するこ
ととなるが、その後、その水が減少したとしても浮上部の下降は停止されることとなる。
すなわち、津波等の襲来時に浮上部が高所まで移動した後、海水が逆流する等によって水
位が低下したとしても、その水位に連動して浮上部を下降させないようにすることができ
る。これにより、浮上部に乗っている者が激しく昇降することを回避することができる。
なお、係止突起は制限された範囲内で回動可能であり、付勢手段が下端部を突出する方向
へ付勢していることから、浮上部が上昇する過程において、下端部が被係止部を通過する
ときには、付勢手段による付勢に抗して下端部を後退させることができ、被係止部を通過
した後は、付勢手段の付勢力により下端部を突出させることができるものである。また、
被係止部は、浮上部が案内される方向に沿って複数設けられることにより、いずれかの被
係止部に係止突起を係止させることが可能となる。
【００２６】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、前記浮上
部が案内される方向に連続するステップを内壁面に備えることにある。
【００２７】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の内壁面には浮上部が案内され
る方向にステップが設けられる構成となっている。これにより、避難する者は、浮上部か
らステップを使用して、さらに案内される方向へ移動することが可能となる。したがって
、浮上部が案内部の途中に停止した場合、ステップから自力で上方へ移動することができ
る。特に、浮上部に係止突起を有し、この係止突起によって下降を停止する構成する場合
には、案内部内の水量が減少し、それ以上に上昇する可能性がない場合には、所定位置に
設けられる脱出部まで移動することが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、壁面の適
宜位置に外向きに開放可能なハッチを備えることにある。
【００２９】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の適宜位置に設けられるハッチ
を開放して外部に脱出できる構成となっている。したがって、浮上部が案内部内において
停止した状態において、当該停止位置から近いハッチを開放することによって、外方へ出
ることが可能となる。特に、浮上部に係止突起を有し、この係止突起によって下降を停止
する構成する場合には、案内部内の水量が減少し、それ以上に上昇する可能性がない場合
には、その位置に近いハッチを開放して外方に脱出することが可能となる。なお、ハッチ
は、外向きに開放可能としていることから、洪水または津波の襲来によって、当該ハッチ
の高さまで浸水している場合には、その水圧によってハッチは開放できないものであり、
誤ってハッチを開放することにより、外部の水が流入するような事態の招来を回避してい
る。また、浸水時の水圧によって当該ハッチが開放されることをも回避し得るものである
。
【００３０】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、外側面に
階段または梯子を備えることにある。
【００３１】
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　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の外部に階段または梯子が設け
られていることから、案内部の内部に避難できなかった事態が発生しても、案内部の外部
の階段または梯子を使用して案内部の上方へ移動することができる。案内部は、予想され
る津波等の高さ以上に設けられることから、当該階段または梯子によって上方へ移動でき
れば、津波等から避難することが可能となる。
【００３２】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体において、前記案内部は、上端に屋
根部材を備えていることにある。
【００３３】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部の上端が大きく開口している場
合において、案内部内への雨水の浸入を防止できる。また、この屋根部材を透明な材料で
構成する場合には、昼間時においては案内部内に外部の明かりを取り入れることができる
。さらに、比較的容易に破壊可能な材質で構成する場合には、想定以上に浮上部が上昇す
る事態において、当該屋根部材を破壊して案内部の上方に脱出することも可能になる。
【００３４】
　さらに、本発明は水害避難用構造体の発明として実施できるばかりでなく、この水害避
難用構造体を備えた建物の発明としても実施できるものである。具体的には、建物である
本発明の特徴は、前記水害避難用構造体を備える建物であって、前記案内部は、建物本体
の側壁に沿って併設され、該案内部の出入口は、前記建物本体の特定の階において開閉可
能に設けられるとともに、該出入口に連通する連通部が前記建物本体の壁面に設けられ、
前記案内部に包囲される前記浮上部は、その上部表面の高さが前記連通部を設けた特定の
階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置され、前記案内部の入水部は、前
記建物本体の外方において開口していることにある。
【００３５】
　このように構成した本発明の特徴によれば、前記水害避難用構造体が側面に併設されて
、特定の階において出入口を開閉可能に構成していることから、その特定の階よりも高所
へ避難する際に前記水害避難用構造物を利用することができる。したがって、洪水または
津波等の発生時に特定階に残っている者は、他の階に移動することなく、当該特定階から
水害避難用構造物によって避難することが可能となる。そして、案内部により包囲されて
浮上する浮上部は、当該特定の階の床面の高さを最下位として設置されていることから、
浮上部への移動に際し障害となるべきものはなく、車椅子等を使用する者においても容易
に移動可能となる。さらに、案内部は、建物本体の壁面に併設されることから、建物本体
によって強度が担保されこととなる。また、建物を洪水または津波等の流入方向に対して
上流側に建物本体を設けることにより、建物本体を盾として水害避難用構造体を保護する
ことも可能となる。
【００３６】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体を備える建物であって、前記案内部
は、前記建物本体の側壁に複数併設され、前記案内部の出入口は、複数の案内部ごとに異
なる階において開閉可能に設けられるとともに、該出入口に連通する連通部が各階ごとに
前記建物本体の壁面に設けられ、前記案内部に包囲される浮上部は、複数の案内部ごとに
、上部表面の高さが前記連通部を設けた階の床面に連続する高さとなる位置を最下位とし
て設置され、前記案内部の入水部は、前記建物本体の外方において開口していることにあ
る。
【００３７】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、二階建て以上の建物において、複数の
案内部が建物本体の壁面に沿って併設され、個別の案内部ごとに異なる階において開閉可
能な出入口を有する構成となっていることから、各階ごとに異なる水害避難用構造体を利
用することが可能となる。したがって、各階に残っている者が避難する場合には、他の階
へ移動することなく、当該階から速やかに水害避難用構造体を使用して高所へ避難するこ
とが可能となる。
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【００３８】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体を備える建物であって、前記案内部
は、建物本体の内部に形成される吹き抜け部分に立設され、前記案内部の出入口は、前記
建物本体の特定の階において開口可能に設けられるとともに、該特定の階の床面との境界
に設置され、前記案内部に包囲される浮上部は、その上部表面の高さが前記出入口を設け
た階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置されていることにある。
【００３９】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、水害避難用構造体が建物本体に内部に
設置された構成となることから、避難時における移動が容易となる。また、水害避難用構
造体が、建物本体を構成する壁面によって包囲される構成となるため、洪水または津波等
の衝撃を直接受けることを回避し、その強度を担保し得ることとなる。
【００４０】
　また、本発明の他の特徴は、前記水害避難用構造体を備える建物であって、前記案内部
は、建物本体の内部に形成される吹き抜け部分に複数立設され、前記案内部の出入口は、
複数の案内部ごとに異なる階において開口可能に設けられるとともに、該各階の床面との
境界に設置され、前記案内部に包囲される浮上部は、複数の案内部ごとに、上部表面の高
さが前記出入口を設けた階の床面に連続する高さとなる位置を最下位として設置されてい
ることにある。
【００４１】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、建物本体の吹き抜け部分に複数の水害
避難用構造体を設置する構成となることから、複数の階に跨がって形成される吹き抜け部
分の空間を利用しつつ、各階において個別の水害避難用構造体を使用して避難することが
できる。
【００４２】
　また、本発明の他の特徴は、前記建物において、前記水害避難用構造体の前記案内部は
、避難すべき高さにある所定の階または前記建物の屋上に到達する高さを有するものであ
ることにある。
【００４３】
　このように構成した本発明の他の特徴によれば、案内部が避難に必要となる十分な高さ
を有するものであることから、案内部の上端付近から外部に脱出することによって、建物
本体の高層階または屋上に移動することが可能となる。したがって、当該高層階または屋
上などの広いスペースを利用して援護を待つこと、または一時的な避難生活を送ることが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】水害避難用構造体に係る発明の第１の実施形態を示す斜視部分断面図である。
【図２】図１におけるＡ－Ａ線による断面図である。
【図３】水害避難用構造体に係る発明の第１の実施形態の作動態様を示す説明図である。
【図４】水害避難用構造体に係る発明の第２の実施形態を示す部分的な拡大図である。
【図５】水害避難用構造体に係る発明の第２の実施形態を示す部分的な拡大図である。
【図６】水害避難用構造体に係る発明の第３の実施形態を示す部分的な拡大図である。
【図７】水害避難用構造体に係る発明の第３の実施形態を示す部分的な拡大図である。
【図８】建物に係る発明の第１の実施形態の概略を示す斜視図である。
【図９】図８のＢ－Ｂ線による断面図である。
【図１０】図８のＣ－Ｃ線による断面図である。
【図１１】図８のＤ－Ｄ線による断面図である。
【図１２】建物に係る発明の第２の実施形態の概略を示す斜視図である。
【図１３】水害避難用構造体に係る実施形態の第１の変形例を示す斜視図である。
【図１４】水害避難用構造体に係る実施形態の第２の変形例を示す斜視図である。
【図１５】水害避難用構造体に係る実施形態の第３の変形例を示す斜視図である。
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【図１６】水害避難用構造体に係る実施形態の第４の変形例を示す斜視図である。
【図１７】水害避難用構造体に係る実施形態の第５の変形例を示す斜視図である。
【図１８】水害避難用構造体に係る実施形態の第６の変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
（水害避難用構造体に係る第１の実施形態）
　以下、本発明に係る水害避難用構造体の第１実施形態について図面を参照しながら説明
する。図１は、水害避難用構造体１００の第１実施形態の概略を示す斜視部分断面図であ
る。また、図２は、図１におけるＡ－Ａ線から見た断面図である。なお、本明細書におい
て参照する各図は、本発明の理解を容易にするために一部の構成要素を誇張して表すなど
模式的に表している。このため、各構成要素間の寸法や比率などは異なっていることがあ
る。この水害避難用構造体１００は、屋外に設置され、洪水や津波などによる水害から避
難するためのものである。
【００４６】
（水害避難用構造体１００の構成）
　図１および図２に示されているように、水害避難用構造体１００は、案内部１１０と浮
上部１２０とを備えている。案内部１１０は、浮上部１２０の移動方向を案内するための
ものであり、想定される津波の高さ以上の十分な高さを有するとともに、内部を中空構造
としている。本実施形態の案内部１１０の内部は、概略円筒状に構成されており、その内
部断面形状を円形に形成されている。案内部１１０の下端付近には開口する入水部１１１
が設けられており、洪水や津波によって周囲を浸水する水の流入を許容するものである。
また、案内部１１０には、下方に出入口１１２と、上方に脱出口１１３とを備えている。
【００４７】
　出入口１１２は、避難する者が案内部１１０の内部に入ることができるためのものであ
る。この出入口１１２には開閉扉が設けられており、閉鎖時に外部から水の浸入を防止し
ている。そして、開閉扉は、左右方向にスライドする引き戸となっており、当該扉が外部
の水圧等によって容易に開放しない構造としている。なお、この開閉扉は、案内部１１０
に対して外開き構造とすることもできる。また、出入口１１２は、基本的には避難経路と
同じ高さに設けられ、屋外に設置する場合には、地表面と同じ高さに設けられるものであ
る。なお、案内部１１０の構成上、地表面よりも高く設置する場合は、階段Ｓまたはスロ
ープを出入口１１２の近傍に設置することとなるものである。また、出入口１１２は、専
ら避難時において避難する者が入るためのものであるが、案内部１１０の内側から外部に
出ることもできるものとしている。
【００４８】
　一方、脱出口１１３は、浮上部１２０が高所に浮上した後、案内部１１０から外部に脱
出できるためのものである。そのため、案内部１１０の内部において開閉操作が可能とな
っている。避難する者は、前記脱出口１１３から外部に出ることができるため、後述のよ
うに、例えば、案内部１１０の階部に階段などを設置することによって、脱出後に地表面
まで降りることも可能にしている。
【００４９】
　浮上部１２０は、案内部１１０の内部に設置されるものであり、この浮上部１２０は、
板状のステージ１２１と、その下部に設けられる浮力体１２２とで構成されている。ステ
ージ１２１は、前記案内部１１０の内部断面形状と同様に円形であり、避難する者が上部
表面に乗ることができるものである。このステージ１２１に乗って避難するため、相当程
度の人数を搭載可能にするため、その面積は適宜な大きさを有している。例えば、直径５
．３ｍの円形の場合、上部表面の面積は約２２ｍ２となり、一人当たりの専有面積を０．
３７９ｍ２として計算すれば、５８人を載せることが可能となる。ただし、上記は一例で
あって、避難対象者の数に応じて面積を変更させ得ることは当然である。
【００５０】
　また、浮上部１２０は、案内部１１０の内部に設置されることによって、浮上部１２０
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の周囲を案内部１１０によって包囲させることができるものである。この案内部１１０に
よる浮上部１２０の包囲によって、浮上部１２０が外部から遮断される状態となるもので
ある。また、ステージ１２１の外径は、前記案内部１１０の内径よりも僅かに小さく構成
されている。これにより、浮上部１２０は案内部１１０に沿って移動できるとともに、そ
の移動の際、ステージ１２１の周縁が案内部１１０の内部壁面に案内されることとなる。
【００５１】
　また、ステージ１２１の上部表面には、周縁に沿って柵体１２３が設けられている。こ
の柵体１２３は、ステージ１２１の上部表面に乗った者が、ステージ１２１の移動時に生
じる揺れ等によって、姿勢を崩さないためのものであり、その上端縁を手摺として使用で
きるものである。
【００５２】
　一方、浮力体１２２は、発泡プラスチックを成形してなる成形品で構成され、発泡によ
って形成される気泡の存在により浮力を得ることができるものである。したがって、発泡
ビーズを成型する際の発泡率を変化させることにより、得られる浮力を調整することがで
きるものである。例えば、高発泡率とした発泡プラスチック（一般的には漁業用で使用さ
れる）の場合、直径が６７ｃｍで高さが１１５ｃｍの円柱状としたものは、水中における
浮力が４００ｋｇとなり、これを例えば、１５個設置することによって、６０００ｋｇの
浮力をえることが可能となる。なお、この浮力体１２２の発泡率および大きさ等は、避難
対象者の数等に応じて適宜変更することができることは当然である。
【００５３】
　ところで、浮上部１２０は、浮力体１２２を有する構成であることから、案内部１１０
の内部に水が流入することにより、その水によって浮力を得ることとなり、案内部１１０
の水位が増加するにつれて上方へ移動するものである。そこで、図２に示しているように
、浮上部１２０は、下位に設置されるのである。このとき、浮上部１２０の上部表面（ス
テージ１２１の表面）の高さが出入口１１２を開放したときの外部表面（地表面等）と同
じ高さとなるように、案内部１１０の内部にはストッパ部１１４が形成されているのであ
る。
【００５４】
　このストッパ部１１４は、案内部１１０の内径をステージ１２１の外径よりも極端に小
さく形成してなる小径部１１５によって構成されている。すなわち、この小径部１１５に
よって案内部１１０の内部壁面に段差が形成され、その段差部分の端縁がストッパ部１１
４として、ステージ１２１の周縁の下部表面に当接してステージ１２１の下降が停止され
るのである。なお、ストッパ部１１４が浮力体１２２に当接することを回避するため、ス
テージ１２１の下部に設置される浮力体１２２は、ストッパ部１１４を構成する小径部１
１５の径よりも小径の範囲内に設置されるものである。
【００５５】
　また、本実施形態のステージ１２１は、周縁を適当な肉厚に構成している。適当な肉厚
とは、案内部１１０の内径からステージ１２１の外径を差し引いて得た寸法よりも大きい
ことを意味するものである。このように周縁を所定の肉厚とすることにより、ステージ１
２１に揺れが生じる場合であっても、周囲表面（側面）が案内部１１０の内部壁面に当接
することによって、大きく傾斜することを回避するのである。そして、ステージ１２１の
材質は、特に限定されるものではなく、金属製（アルミニウム製）で構成するもの、また
は、プラスチック製で構成するものであってもよい。さらに、平面が平滑な板状であって
もよいが、網目状としてもよい。網目状とする場合には、車椅子等を使用する場合の車輪
止めとして機能させることができる。
【００５６】
　上記のような構成の案内部１１０は、その上端を開口させた開口部１１６が形成されて
おり、さらにその上部に屋根部材１３０を設けている。この屋根部材１３０と上部開口部
１１６との間には、僅かに間隙を有する間隙部１４０が構成されており、この間隙部１４
０から、案内部１１０の内部の空気を排出させるようになっている。間隙部１４０を形成
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させているのは、案内部１１０の下部に設けた入水部１１１から水が浸入すると同時に、
内部空気を排出させることによって、案内部１１０の内部に流入した水の水位を上昇させ
るためであるが、間隙部１４０を比較的狭い状態とすることにより、水位の急激な変化を
抑えるためである。すなわち、洪水や津波によって浸水する場合には、流入する水には勢
いがあり、また、周辺の水位が急激に上昇する場合には、その水圧の差によって、案内部
１１０の内部にも勢いよく水が流入することとなることから、外部環境の変化に対応させ
るため、案内部１１０の内部の水位を徐々に増加させることを可能にしているのである。
【００５７】
　なお、屋根部材１４０は、上向きに開口した上部開口部１１６から雨水等の侵入を防止
するためのものでもあり、また、透明もしくは半透明のように、光透過性を有する材質を
使用することにより、昼間時の明かり取りを可能にし、また、容易に破壊できるように薄
肉のプラスチック等で構成することにより、浮上部１２０が上部開口部１１６まで浮上し
た際には、これを破壊して、上部開口端１１６から外方に脱出することを可能にするもの
である。
【００５８】
　また、案内部１１０は、鉄筋コンクリート製によって構築することができるほか、断面
弧状の曲面を有する金属性板材を継ぎ足して円筒状に構成することができる。いずれの場
合においても、屋外に自立させて設置する場合は、基礎構造（例えば、地中に埋設した杭
基礎など）にアンカーを使用して倒壊を防止するように構築されるものである。そして、
案内部１１０の底面部１１７には、下水管に連結される排水パイプ等を設置して、通常の
降雨によって流入する雨水を排出させるように構成してもよい。さらに、入水部１１１は
、地表面よりも下位に設置することにより、出入口１１２を地表面と同じ高さに設ける構
成としてもよい。さらに、津波対策として使用する場合には、案内部１１０は、想定され
る津波の高さよりも高く設けられ、その内部において移動する浮上部１２０が想定される
高さの津波以上の高所まで移動されるようにすることが好ましい。さらに、入水部１１１
は、津波の襲来する方向とは逆向きに開口することにより、津波によって勢いよく流入す
ることを回避させることができる。
【００５９】
（水害避難用構造体１００の作動）
　次に、このように構成した水害避難用構造体１００の作動について説明する。この水害
避難用構造体１００は、洪水または津波等による浸水発生時に避難するためのものであり
、津波等の襲来時に機能するものである。当初、浮上部１２０は、最下位まで下降した状
態となっている。すなわち、未だ津波等による水が案内部１１０に到達しておらず、案内
部１１０に水が流入されない状態では、浮力体１２２の浮力が発揮されることはなく、浮
上部１２０は、その全体の重量により下降した状態となっているのである。このとき、上
述したように、案内部１１０の下位にはストッパ部１１４が形成されていることから、こ
のストッパ部１１４によって下降位置が停止され、所定の最下位に下降した（所定位置に
設置された）状態となっているのである。
【００６０】
　津波等が襲来することによって、入水部１１１から案内部１１０の内部に水が流入する
ことにより、浮上部１２０は、浮力体１２２の浮力によって流入した水（流入水）の上部
に浮上することができる。入水部１１１の開口位置が最下位に停止する浮上部１２０に設
置される浮力体１２２に近傍となっていることから、入水部１１１から水の流入が開始し
た直後から、浮力体１２２は流入水によって浮力を得ることができる。
【００６１】
　さらに、多量の水が案内部１１０に流入することにより、浮上部１２０は当該流入水の
水面に浮上するため、さらに上方に移動することとなる。ここで、前述のとおり、浮上部
１２０は案内部１１０によって包囲されていることから、案内部１１０の外部環境が直接
浮上部１２０に作用することはない。すなわち、襲来する津波等が有する水圧や流速また
は波動などの影響を直受けることがないため、浮力体１１０が大きく揺り動かされること
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がないようになっている。つまり、浮上部１２０が水面上に浮上する際の姿勢は比較的安
定した状態となるのである。また、案内部１１０の内部断面形状が円形であり、浮上部１
２０が円形板状であることから、浮上部１２０が浮上する際、案内部１１０に流入した水
の流れによって、浮上部１２０に対し周方向へ回転するように作用することがあっても、
その方向を自在に（流入水の作用に従って）回転することができる。これにより、浮上部
１２０は案内部１１０の内部において、流入水の量（水位）によって浮上する高さが変化
するものとなっており、浮上を阻害する原因を排除しているのである。なお、案内部１１
０を概略円筒状とすることにより、外部断面形状を円形とすることとなるから、襲来する
津波等の流速が大きい場合であっても、抵抗面となるべき範囲が限られることとなるため
、案内部１１０が受ける抵抗を小さくすることができ、その結果、案内部１１０が受ける
外力の影響を軽減させることができる。
【００６２】
　津波等の襲来後、案内部１１０の外部の水が減少した場合には、再び、浮上部１２０は
下降することとなる。案内部１１０に流入した水の水位も低下するからである。また、場
合によっては、案内部１１０の外部周辺の水の水位が低下せず、浸水した状態が継続する
場合には、浮上部１２０は高所に浮上した状態が維持される。この場合、案内部１１０の
上方に設けられている脱出口１１３を内側から開放することができる。
【００６３】
　水害避難用構造体１００は、上記のように作動することから、洪水または津波等の発生
の連絡を受け、避難する者は、出入口１１２を開放し、案内部１１０の内部に移動するの
である。津波等の襲来前であれば、浮上部１２０は最下位に停止した状態となっているた
め、浮上部１２０の上部表面（ステージ１２１の上面）に容易に乗り込むことができる。
そして、避難すべき者がステージ１２１に乗り込んだ後、出入口１１２を閉鎖し、洪水ま
たは津波等の襲来を待つこととなる。
【００６４】
　予想どおり津波等が襲来した場合には浮上部１２０は浮上し、津波等による周辺水位の
上昇を避けて高所に移動することができる。これに対し、津波が襲来しなかった場合には
、浮上部１２０は浮上しないことから、出入口１１２から外部に出ることができる。なお
、浮上部１２０が浮上する際、案内部１１０には多量の水が流入する状態となっているが
、ステージ１２１の下部に設けられた浮力体１２２の浮力によって水面上に浮上している
ため、ステージ１２１の上面に乗り込んだ者は、案内部１１０に流入した水面よりも常に
上位に存在することができることとなる。
【００６５】
　津波等によって一旦上昇した案内部１１０の外部の水位が、その後、低下した場合には
浮上部１２０は再び下降することから、最下位まで下降した後に、出入口１１２を開放し
て避難する者は外部に出ることが可能となる。
【００６６】
　案内部１１０の外部の水位が低下しない場合には、浮上部１２０は高所に浮上した状態
が継続することとなるため、上方の脱出口１１３から外部に脱出することも可能となって
いる。この脱出口１１３は、近隣の高層建築物等との間で連絡通路を設けることにより、
当該高層建築物への避難を可能にするものである。なお、浮上部１２０が出入口１１２と
脱出口１１３との中間辺りで停止する場合には、避難する者が自力で脱出口１１３まで登
ることにより、脱出口１１３を利用することができる。脱出口１１３まで登るための方法
としては、予め縄梯子を案内部１１０の上端１１６からステージ１２１に垂れ下げておく
ことにより、当該縄梯子を使用する方法などが考えられる。
【００６７】
（水害避難用構造体に係る第２の実施形態）
　次に、水害避難用構造体に係る第２の実施形態について説明する。図４は、水害避難用
構造体２００の一部を拡大した図である。図５（ａ）および（ｂ）は、一部を拡大した図
である。図４に示すように、水害避難用構造体２００は、案内部２１０の内部壁面にレー
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ル２５０を備えている。また、浮上部２２０の周縁には、前記レール２５０に沿って転動
する車輪部２６０を備えている。
【００６８】
　レール２５０は、案内部２１０の長手方向（案内方向）に沿って連続して設けられ、浮
上部２２０が移動する範囲に配置されるように長尺に構成されている。また、案内部２１
０の周方向に複数設けられ、浮上部２２０の周縁の数ヶ所を同時に案内するものである。
また、このレール２５０は、断面矩形に構成され、案内部２１０の内壁面から内側に突出
させている。
【００６９】
　一方、車輪部２６０は、浮上部２２０の周縁に配置されるものである。本実施形態の浮
上部２２０は、周縁部分に適度な高さを有するように構成されることによって側面部２２
４が形成されている。この側面部２２４は、適度な肉厚を有しており、車輪部２６０を支
持するように構成されている。そして、浮上部２２０の側面部２２４に設置された車輪部
２６０は、当該側面部２２４から車輪部２６０の一部が露出し、前記レール２５０の表面
を転動するように構成されている。
【００７０】
　ところで、図５（ａ）に示されているように、車輪部２６０は、二つのフランジ部２６
１，２６２を備えており、両フランジ部２６１，２６２の中間に転動領域２６３が設けら
れている。そして、二つのフランジ部２６１，２６２が、突出するレール２５０の両側面
２５１，２５２に当接可能に配置されることによって、車輪部２６０がレール２５０から
逸脱することを防止しているのである。さらに、上記のような相対的な関係により、車輪
部２６０の転動領域２６３は、レール２５０の表面部２５３に当接し、浮上部２２０が案
内部２１０の内部を移動する際、レール２５０に沿って転動することができるものである
。
【００７１】
　また、図５（ｂ）に示されているように、車輪部２６０は、浮上部２２０の側面部２２
４の高さ方向に分かれて複数（図は２個）配置されており、同一のレール２５０に対して
複数の車輪部２６０が同時に案内されることにより、浮上部２２０の姿勢を安定させてい
るのである。また、車輪部２６０のほぼ全体が、側面部２２４の内部に埋没されており、
車輪部２６０の一部分を露出させている。すなわち、レール２５０の表面部２５３に転動
領域２６３が当接できる程度に側面部２２４から突出させているのである。
【００７２】
　なお、水害避難用構造体２００の浮上部２２０は、図４に示すように、下部を開口した
箱形とし、その内部に浮力体２２２を内蔵させる構成としている。このような構成によっ
て、浮上部２２０の周縁２２４に適当な面積の側面部分を構成することができるとともに
、浮力体２２２との一体化を強固にすることができる。
【００７３】
（水害避難用構造体２００の作動）
　次に、このように構成した水害避難用構造体２００の作動について説明する。水害避難
用構造体２００の作動は、基本的には、前述の水害避難用構造体１００と同様であり、浮
上部２２０が移動する際の作動において異なるものである。そこで、ここでは相違する部
分のみを説明する。水害避難用構造体２００は、前述のように、レール２５０および車輪
部２６０を備え、車輪部２６０のフランジ部２６１，２６２がレール２５０の側面２５１
，２５１に当接可能に配置されていることから、浮上部２２０はレール２５０の長手方向
にのみ案内されることとなる。したがって、案内部２１０の内部断面形状が円形で、かつ
浮上部２２０が円形板状に形成されているとしても、浮上部２２０は周方向へ回転するこ
とができず、周方向の姿勢を維持しつつ移動することとなる。
【００７４】
　また、レール２５０は案内部２１０の周方向に複数設置され、これら複数のレール２５
０の全てに対して車輪部２６０が転動可能に配置されることにより、案内部２１０の内壁



(15) JP 2015-4235 A 2015.1.8

10

20

30

40

50

面と浮上部２２０の周縁との間隙を一定に維持することができる。特に、同一のレール２
５０に対して車輪部２６０を同時に案内させる場合、浮上部２２０が傾くことを防止でき
ることから、浮上部２２０の上部表面を同じ状態（水平状態）に維持させることができる
とともに、浮上部２２０の傾斜による前記間隙の拡大をも防止できることとなる。
【００７５】
（水害避難用構造体に係る第３の実施形態）
　次に、水害避難用構造体に係る第３の実施形態について説明する。図６は、水害避難用
構造体３００の一部を拡大した図である。図７（ａ）および（ｂ）は、一部を拡大した図
である。図６に示すように、水害避難用構造体３００は、浮上部３２０に係止突起３７０
を備え、案内部３１０の内部壁面には被係止部３８０を備えている。
【００７６】
　係止突起３７０は、浮上部３２０の周縁部に数ヶ所設けられ、被係止部３８０は、案内
部３１０の内壁面のうち、係止突起３７０に対向する位置に設けられている。係止突起３
７０および被係止部３８０は、係止突起３７０による係止によって、浮上部３２０の下降
を停止させるためのものである。また、この被係止部３８０は、適当な位置にのみ設置す
る場合のほか、図示のように、当該浮上部３２０の移動方向に複数の被係止部３８０を直
線状に配置する場合がある。要するに、係止突起３７０による係止によって、浮上部３２
０を停止させるべき位置に設けられるのである。
【００７７】
　ところで、係止突起３７０は、いわゆるラチェット機構によって係脱可能な構成とされ
ている。すなわち、図７（ａ）に示すように、浮上部３２０の周縁（側面）３２４に収納
領域３２５が設けられ、この収納領域３２５の内部において、係止突起３７０の一端（上
端）３７１が枢３７２によって回動可能に軸支されるとともに、当該回動に伴って自由端
（下端）３７３が周縁（側面）３２４から外方に突出可能になっている。係止突起３７０
の回動が許容される範囲は、収納領域３２５の開口の範囲内とされており、特に、収納領
域３２５の上部端縁に当接する状態において回動が制限されている。そして、前記回動軸
３７２にはトーションバネ３７４が設けられ、係止突起３７０の自由端（下端）３７３を
外方に向けて突出させる方向に付勢させている。したがって、トーションバネ３７４の付
勢力が作用するときは、係止可能であるのに対し、トーションバネ３７４の付勢に抗して
回動する場合には、自由端（下端）３７３が後退するため、係止が解除されることとなる
のである。
【００７８】
　係止突起３７０の自由端（下端）３７３には、被係止部３８０の上部表面に当接する係
止面部３７５が形成されており、当該自由端（下端）３７３が十分に突出した状態におい
て、当該係止面部３７５が被係止部３８０の上部表面に当接して係止されるようになって
いる。なお、この係止は、浮上部３２０が下降しようとするとき、その下降方向に対する
係止を意味するものである。
【００７９】
　上記のような構成であるから、浮上部３２０が上昇する場合には、図７（ｂ）に示され
るように、係止突起３７０の自由端（下端）３７３が被係止部３８０によって内向きに押
されることとなり、トーションバネ３７４の付勢に抗して強制的に後退することとなる。
これに対し、浮上部３２０の上昇が停止し、下降方向へ移動するときには、係止突起３７
０に対して内向きの外力が作用しないこととなり、トーションバネ３７４の付勢力により
、係止突起３７０の自由端（下端）３７３を突出させ、被係止部３８０を係止することと
なる。これにより、浮上部３２０の移動が制限され、当該掛止された位置において浮上部
３２０は停止することとなる。
【００８０】
（水害避難用構造体３００の作動）
　次に、このように構成した水害避難用構造体３００の作動について説明する。水害避難
用構造体３００の作動は、基本的には、前述の水害避難用構造体１００と同様であり、浮
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上部３２０が下降を制限される点において異なるものである。そこで、ここでは相違する
部分のみを説明する。水害避難用構造体３００は、前述のように、係止突起３７０と被係
止部３８０を備え、さらに、係止突起３７０にはラチェット機構を備えていることから、
浮上部３２０は上昇することのみ許容され、下降する際には係止突起３７０が被係止部３
８０を係止して、その移動が停止されることとなる。
【００８１】
　そこで、案内部３１０の内部に水が流入することによって、その水位の上昇に伴って、
浮上部３２０も上昇することとなる。その後、案内部３１０の内部の水位が低下した場合
には、浮上部３２０は下降せず、最も上位に移動した位置に停止することとなる。したが
って、案内部３１０の外部に襲来した水が急激に減少するような場合において、案内部３
１０の内部の水位も同様に急激に変化したとしても、その水位の変化に応じて浮上部３２
０が下降することを回避している。また、外部の水位が頻繁に変動する場合、例えば、津
波のように第一波の後に襲来する第二波、第三波の襲来のように、水位の増減が繰り返さ
れる場合においても、浮上部３２０が昇降を繰り返すことがないようになっている。
【００８２】
　なお、この水害避難用構造体３００を説明する図では、第２の実施形態において示した
レールおよび車輪部材を備えていないが、被係止部３８０を直線状に配置する場合は、係
止突起３７０と被係止部３８０の相対的な位置関係を安定させるため、第２の実施形態と
ともに構成することが好ましい。ただし、被係止部３８０を、案内部３１０の内壁面の全
周に形成する場合には、浮上部３２０が周方向に回転した場合でも、全周のいずれかの被
係止部を係止することが可能となるから、レールおよび車輪部材の設置は不要となる場合
がある。
【００８３】
（水害避難用構造体を備える建物に係る第１の実施形態）
　次に、本発明に係る建物の第１実施形態について説明する。図８は、水害避難用構造体
を備える建物５００の第１実施形態の概略を示す斜視図である。また、図９～図１１は、
図８におけるＢ－Ｂ線、Ｃ－Ｃ線およびＤ－Ｄ線から見た断面の一部を拡大した図である
。
【００８４】
（水害避難用構造体１００を備える建物５００構成）
　図８に示されているように、建物５００は、建物本体５０１の側面に前記水害避難用構
造体１００が設置されたものである。この建物５００は、例示として、三階建ての建物と
しており、水害避難用構造体１００は、各階ごとに個別に設置されるものである。一階の
避難用構造体１００（以下、一階用構造体１００ａと記載する）は、一階部分から屋上よ
りも上方まで移動できるものであり、一階に出入口を有し、二階および三階には出入口を
有していない。また、同様に、二階の避難用構造体１００（以下、二階用構造体１００ｂ
と記載する）および三階の避難用構造体１００（以下、三階用構造体１００ｃと記載する
）は、それぞれ二階部分および三階部分から屋上よりも上方まで移動できるものとなって
いる。なお、図９に記載の５０２は、一階部分の床面を、５０３は二階部分の床面を、５
０４は三階部分の床面をそれぞれ示し、５０５は屋上の表面を示している。
【００８５】
　一階用構造体１００ａは、図９に示すように、案内部１１０ａの壁面の一部が建物本体
５０１の側面と共用されており、当該建物本体５０１と一体に構成されるものである。そ
こで、案内部１１０ａは、建物本体５０１の建築構造に合わせて、例えば、鉄筋コンクリ
ート製とすることができる。また、建物本体５０１の周辺部分のみを鉄筋コンクリート製
とし、残りの部分を金属材料で構築してもよい。
【００８６】
　案内部１１０ａの下位に設けられる出入口１１２ａは、建物本体５０１の壁面部分が開
放され、一階部分と案内部１１０ａとが連通するようになっており、両者の境界において
開閉扉が設けられている。案内部１１０ａの内部に設置される浮上部１２０ａは、そのス
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テージ１２１ａの表面の高さが建物本体５０１の一階部分の床面５０２と同じ高さとなっ
ており、当該床面５０２に連続する面として設置されている。そのため、案内部１１０ａ
の底面部１１７ａは、建物本体５０１の一階部分の床面５０２よりも下位に設けられ、当
該底面部１１７ａと床面５０２の高さの中間部分に浮力体１２２ａが配置されるように構
成されている。また、入水部１１１ａは、ステージ１２１ａよりも下位に設けられるため
、建物本体５０１の床面５０２よりも下位において、建物本体５０１の壁面とは反対の側
に開口されている。そして、津波対策用とする場合には、津波の襲来が予想される方向の
反対側が選択される。
【００８７】
　この一階用構造体１１０ａの上端付近には、脱出口１１３ａが設けられており、この脱
出口１１３ａは屋上の表面５０５よりも高い位置に設置されている。屋上には周辺に柵５
０６が設置されているが、脱出口１１３ａの位置を開閉可能にしておくことによって、当
該脱出口１１３ａから屋上の表面５０５に移動することも可能となる。なお、屋上周辺が
高くなっている場合には、図示のように、階段５０７などを設置することによって、屋上
の表面５０５への移動を容易にすることができる。
【００８８】
　また、この一階用構造体１００ａは、二階部分および三階部分には出入口を設けておら
ず、屋上部分に脱出口１１３ａが設けられている。二階部分および三階部分に出入口を設
けないのは、浮上部１２０ａが上昇する際に、各階に停止させることができないためであ
り、また、一階用構造体１００ａの作動に影響を与える可能性があるためである。すなわ
ち、既に高所まで浮上部１２０ａが上昇した状態で、不用意に二階または三階の出入口が
開放されることによって、案内部１１０ａに流入した水が排出されることが予想されるた
め、敢えて出入口を設けない構造としている。これに代えて、二階用構造体１００ｂは二
階部分においてのみ開閉可能な出入口１１２ｂが、三階用構造体１００ｃでは、三階部分
においてのみ開閉可能な出入口１１２ｃが、それぞれ設けられ、各階から個別に避難でき
るようにしているのである。
【００８９】
　二階用構造体１００ｂは、図１０に示すように、二階部分から屋上よりも上方までの範
囲において浮上部１２０ｂが移動できるように、案内部１１０ｂが設けられている。この
二階用構造体１００ｂでは、案内部１１０ｂの下位に設けられる出入口１１２ｂが、二階
部分と案内部１１０ｂとが連通するように設けられている。案内部１１０ｂの内部に設置
される浮上部１２０ｂは、ステージ１２１ｂの上部表面が二階部分の床面５０３と同じ高
さで停止するように設置されている。当該位置で浮上部１２０ｂを停止させるために、案
内部１１０ｂの下位にはストッパ部１１４ｃが形成されている。
【００９０】
　案内部１１０ｂの入水部１１１ｂは、案内部１１０ｂの下端が開口した状態で形成され
ており、当該開口部を超える高さまで水位が上昇したときに、案内部１１０ｂに流入され
るようになっている。
【００９１】
　なお、この案内部１１０ｂは、上記のように、二階部分よりも下方を除去した構成とな
っているが、図中に一点鎖線で示すように、一階部分から形成してもよく、その下端付近
に入水部１１１ｂを形成してもよい。
【００９２】
　三階用構造体１００ｃは、図１１に示すように、三階部分から上方に案内部１１０ｃを
設けたものである。この案内部１１０ｃの上端は、やはり屋上よりも上方に到達させてお
り、浮上部１２０ｃを屋上よりも上位に移動させることができるものである。この三階用
構造体１００ｃにおいても、出入口１１２ｃは、三階部分と案内部１１０ｂとが連通する
位置に設けられ、また、ステージ１２１ｃの上部表面が三階部分の床面５０４と同じ高さ
となるように、浮上部１２０ｃが案内部１１０ｃの下位に停止されている。つまり、浮上
部１２０ｃが当該位置に停止できるように、案内部１１０ｃの下位にはストッパ部１１４
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ｃが設けられているのである。
【００９３】
　なお、三階用構造体１１０ｃにおいても、案内部１１０ｃは、一階部分に達する構造と
なっていないものであるが、図中に一点鎖線で示すように、案内部１１０ｃを一階部分か
ら構築したものとすることができる。そして、水の流入についても、案内部１１０ｃの下
端を開放する構成としているが、一階部分から案内部１１０ｃを構築する場合は、その下
端付近に入水部１１１ｃを設ける構成としてもよい。
【００９４】
（水害避難用構造物１００を備える建物５００の作動）
　建物５００の構成は、上記のとおりであることから、洪水または津波等が発生し、建物
の周辺の水位が増加した場合には、まず、一階用構造体１１０ａが作動することとなる。
この一階用構造体１１０ａの作動の態様は前述のとおりである。そして、さらに周辺の周
囲が上昇すると、二階用構造体１１０ｂが作動し、一層水位が増加した場合に、三階用構
造体１１０ｃが作動することとなるのである。
【００９５】
　したがって、各階から避難する者は、それぞれの階のために設置された水害避難用構造
体１００ａ，１００ｂ，１００ｃを個別に使用することとなる。すなわち、各階から避難
する者は、各水害避難用構造体１００ａ，１００ｂ，１００ｃのうち、当該階に設置され
る出入口１１２ａ，１１２ｂ，１１２ｃから個別に浮上部１２０ａ，１２０ｂ，１２０ｃ
に乗り込むこととなるのである。このように、各階に専用の水害避難用構造体１００ａ，
１００ｂ，１００ｃが設置されていることにより、避難のために他の階へ移動する必要が
なく、逃げ遅れるような事態の発生をできる限り少なくすることができる。また、各床面
５０２，５０３，５０４から各浮上部１２０ａ，１２０ｂ，１２０ｃのステージ１２１ａ
，１２１ｂ，１２１ｃへの移動には、段差が生じないことから、車椅子を使用する者であ
っても容易に移動することができる。そして、病院等においては、患者を乗せたベッドを
そのまま移動することも可能となるのである。
【００９６】
（水害避難用構造体を備える建物に係る第２の実施形態）
　次に、水害避難用構造体を備える建物に係る第２の実施形態について説明する。図１２
は、水害避難用構造体を備える建物６００の外観を示す斜視図である。この建物６００は
、建物本体６０１の側面ではなく、建物本体６０１の内部に水害避難用構造体１００を備
えるものである。水害避難用構造体１００を設置する場所は、建物本体６０１の吹き抜け
部分である。一般的に、ホテルや公共施設等では、一階ロビーから上層階までの範囲に広
い空間を有する領域（吹き抜け部分）を設ける構造とする場合がある。この吹き抜け部分
は、一階ロビーに設置される大型の展示品等を各階から観覧できる程度に広く、場合によ
ってはエレベータを設置することもある。
【００９７】
　そこで、建物６００では、この吹き抜け部分に水害避難用構造体１００を設置するので
ある。吹き抜け部分に設置される水害避難用構造体１００は、基本的には、第１の実施形
態である建物５００と同様であり、各階ごとに出入口１１２が設けられるものである。図
は、案内部１１０の上端を屋上から上方に突出させているが、高層階を有する建物構造で
ある場合には、四階以上の適宜階の高さとし、いずれかの階に通じるように脱出口１１３
を設けることができる。
【００９８】
　なお、建物本体６０１の内部に水害避難用構造体１００を設置する場合は、入水部１１
１は、屋内に設けられることとなる。このとき、出入口１１２と区別するために、入水部
１１１は、出入口１１２の反対側に設けられることが好ましい。
【００９９】
　このように構成する建物６００では、建物本体６０１のほぼ中央に水害避難用構造体１
００を設置することができることから、避難する者が短い距離の移動により、水害避難用
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構造体１００を利用することができることとなる。したがって、避難に要する時間を短縮
することができる。また、当該建物本体６０１を構築する際に、同時に水害避難用構造体
１００を構築することができるため、設置のための工期を短縮することも可能となる。
【０１００】
（水害避難用構造体を備える建物に係る実施形態の変形例）
　上述のように、二つの実施形態として建物５００および建物６００について説明したが
、これらは本発明の実施形態として一例を示すものであり、他の構成とすることができる
ものである。例えば、各階ごとに水害避難用構造体１００を個別に設置したが、いずれか
の一つの階から避難できる単一の水害避難用構造体１００を設置する構造としてもよい。
この場合には、建物から避難する者は、当該階に移動する必要があるが、建物の外部に避
難できない一部の者のみを避難させる目的で使用することができる。
【０１０１】
　また、建物５００，６００に備えられる水害避難用構造体１００に代えて、第２または
第３の実施形態として説明した水害避難用構造体２００，３００を使用することも可能で
ある。このような水害避難用構造体２００，３００を設置する場合には、当該水害避難用
構造体２００，３００を使用することにより、浮上部２２０，３２０の姿勢の安定性を向
上させ、または係止による下降停止の機能を発揮させることが可能となる。
【０１０２】
（水害避難用構造体に係る実施形態の変形例）
　上記に示した水害避難用構造体１００，２００，３００は、本発明の実施形態の一例で
あり、他の構成を追加し、または変更することができることは当然である。そこで、これ
らの変形例について説明する。なお、後述する変形例は、水害避難用構造体１００を変形
したものとして説明するが、他の水害避難用構造体２００，３００についても同様に変形
が可能である。また、これらの変形例は、そのまま建物に係る実施形態の変形例としても
用いることができるものである。
【０１０３】
（第１の変形例）
　第１の変形例は、図１３に示すように、浮上部１２０を変形したものである。図１３（
ａ）は、浮上部１２０の表面に平行線による断面を示し、図１３（ｂ）は、垂直な線によ
る断面を示している。この浮上部１２０は、ステージ１２１が密閉された箱形となってお
り、しかも、その内部空間が多数に分割されており、その各空間に浮力体１２２が内蔵さ
れている。浮力体１２２は、前記空間の容積に応じて多数に分割されており、全体として
所定の浮力を発揮するように構成されている。このように、浮力体１２２をステージ１２
１の内部に設けることにより、外力の作用によって浮力体１２２が変形または破壊される
ことを防止している。また、底部（下部）にも壁面が構成されていることか、案内部１１
０の内部において、ストッパ１１４（図１）を設けずに、浮上部１２０を、案内部１１０
の底面部１１７に直接置いた状態で設置することも可能となる。
【０１０４】
（第２の変形例）
　第２の変形例は、図１４に示すように、第２の実施形態として示した水害避難用構造体
２００におけるレール２５０および車輪部２６０を変形したものである。この変形例は、
レール２５０を凹状に設け、その内部を転動する車輪部２６０によって、浮上部２２０の
移動方向を案内するものである。このような変形例によっても、車輪部２６０が、レール
２５０に沿って転動することが可能となり、浮上部２２０の移動方向を案内することが可
能となるものである。
【０１０５】
（第３の変形例）
　第３の変形例は、図１５に示すように、案内部１１０の外部側面に梯子１７０を設置し
たものである。このように、案内部１１０の外部側面に梯子１７０を設置することによっ
て、例えば、避難が遅れた者が自力で高所へ移動する際に使用することができることとな
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る。また、案内部１１０の側壁にハッチ１７１を設けることにより、例えば、案内部１１
０の中で避難する者が、ハッチ１７１から外方へ脱出することも可能となる。この脱出の
際に梯子１７０を使用することができるのである。ハッチ１７１から梯子１７０に移動し
た後は、上方へ避難することもでき、また、周辺の水位が低下している場合には、地上に
避難することも可能となる。なお、ハッチ１７１を設ける場合には、津波等の規模によっ
ては、当該ハッチ１７１の高さまで周辺の水位が上昇することが想定されることか、外開
き扉（外向きにのみ開放可能な開き扉）とすることが好ましい。
【０１０６】
（第４の変形例）
　さらに、第４の変形例としては、図１６に示すように、前記第３の変形例における梯子
１７０に代えて螺旋階段１７０を設置したものである。この場合、梯子に比べて上り下り
が容易となる。なお。この構成においてもハッチ１７１の設置は可能であり、その場合の
ハッチ１７１は外開き扉とすることが好ましい。
【０１０７】
（第５の変形例）
　第５の変形例としては、図１７に示すように、案内部１１０の内部壁面にステップ１８
０を設けたものである。このステップ１８０は、梯子状に連続するものであり、案内部１
１０の内部を上り下りすることを可能にしている。このようなステップ１８０を備えるこ
とにより、浮上部１２０の上昇が不十分な場合（脱出口まで上昇しない場合）、脱出口ま
で自力で登ることができるものである。案内部１１０の外部壁面を移動するよりも安全な
場合があり得る。
【０１０８】
　なお、このようなステップ１８０を設ける場合には、浮上部１２０が、周方向へ自在に
回転することは難しいことから、第２の実施形態として示した水害避難用構造体２００ま
たは変形例２に示した構成のように、レール２５０および車輪部２６０によって、案内方
向が一定に維持される構成とともに使用することが好ましい。
【０１０９】
（第６の変形例）
　第６の変形例は、案内部１１０の上端に形成される間隙に代えて、所定面積で開口する
排気口１４０とするものである。上述したように、水害避難用構造体１００の上端におい
て、屋根部材１３０との間に間隙を形成することにより、案内部１１０の内部空気を排気
するものであるが、その排気量を調整することにより、浮上部１２０が上昇する速度（流
入する水の量）を減ずることができるものであった。そこで、この変形例では、その排気
量を間隙の程度で調整するのではなく、排気口１４０の口径によって調整することを目的
とするものである。なお、内部空気の排気は、当該排気口１４０によって行われるため、
図示のように、案内部１１０の上端縁は、屋根部材１３０によって密閉された状態として
いる。
【０１１０】
　また、この変形例では、入水部を単なる開口とするものではなく、入水路１１１として
形成している。これは、流入する水の方向を変化させることによって、流速を減ずること
と、流路の断面を調整することにより、流入量を調整するためのものである。すなわち、
勢いよく流入する場合には、案内部１１０の内部の水が渦となり、または波立たせること
があり得ることから、その流速を減ずることによって、浮上部１２０の上昇時の状態を少
なからず安定させることを目的としている。なお、流路は、開口部１９０を小さくして流
入量を抑えるほか、開口部１９０から徐々に断面積を大きくすることにより、流速を減ず
る方法が考えられる。
【０１１１】
　変形例については、以上のとおりであるが、これらは一例であって、その他の構成を付
加することは可能である。例えば、ステージ１２１の表面は、スリップを防止するため、
滑り初め用の凹凸を形成させてもよく、また、摩擦抵抗の大きい材質で構成してもよい。
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さらに、金網状として、ステージ１２１の表面に流れ込んだ水を下位へ流下させるように
してもよい。
【符号の説明】
【０１１２】
１００，２００，３００　水害避難用構造体
１１０，２１０，３１０　案内部
１１１　入水部，１１２　出入口，１１３　脱出口，１１４　ストッパ，１１５　小径部
１２０，２２０，３２０　浮上部
１２１　ステージ，１２２　浮力体，
１３０　屋根部材
１４０　間隙（排気口）
１７０　梯子（螺旋階段），１７１　ハッチ
１８０　ステップ
２５０　レール
２６０　車輪部
３７０　係止突起
３８０　被係止部
５００，６００　建物
５０１，６０１　建物本体
５０２　一階部分の床面
５０３　二階部分の床面
５０４　三階部分の床面
５０５　屋上の表面
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